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○
財
務
省
告
示
第
百
七
十
七
号

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
第
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
税
法
（
昭
和
二
十
九

年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
百
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
税
関
に
手
数
料
の
納
付
（
そ
の
期
限

が
令
和
四
年
八
月
三
十
一
日
以
後
に
到
来
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
す
べ
き
者
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
（
令
和
二
年
二
月
一
日
以
後
に
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
、
そ

の
期
限
ま
で
に
手
数
料
の
納
付
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
が
行
う
当
該
納
付
に
つ
い
て
は
、
そ
の

期
限
を
別
途
財
務
省
告
示
で
定
め
る
期
日
ま
で
延
長
す
る
。

令
和
四
年
七
月
一
日

財
務
大
臣

鈴
木

俊
一


